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令和４年度介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等 

ベースアップ等支援加算実績報告について（通知） 

 

平素は、本市の介護保険事業の運営に御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、厚生労働省から発出された「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算

及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例

の提示について（令和４年度分）」(令和５年３月 17 日老発 0317 第４号厚生労働省老健局長通

知)により、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告

書を提出することとされています。 

つきましては、令和４年度に介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護

職員等ベースアップ等支援加算を算定した事業者は、下記のとおり実績報告書を提出してくだ

さい。 

  

記 

 

１ 提出書類 
 

 ＜介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算又は介護職員等ベースアップ等支援

加算を取得した事業所＞ 

⑴ 介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等

支援加算実績報告書（別紙様式３－１） 

⑵ 介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書（施設・事業所別個表）

（別紙様式３－２） 

⑶ 介護職員等ベースアップ等支援実績報告書（施設・事業所別個表）（別紙様式３－３） 

 

２ 提出書類掲載場所 

  本市公式ホームページ上に、提出書類様式等を掲載しています。 
 

【地域密着型サービス】 

トップページ →「暮らしの情報」→「暮らしのシーンから探す」内の「高齢者・介護・

障がい者」→「介護保険（事業者向け情報）」→「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定

処遇改善加算について」 http://www.city.nakano.nagano.jp/docs/2017030200025/ 

http://www.city.nakano.nagano.jp/docs/2017030200025/


【総合事業】 

トップページ → 「暮らしのシーンから探す」 → 「高齢者・介護・障がい者」 → 「介

護予防・日常生活支援総合事業」 → 「介護予防・日常生活支援総合事業に係る事業者様

へ」 → 「処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の様式についてはこちら」 

http://www.city.nakano.nagano.jp/docs/2017030200025/ 

 

３ 提出部数    

１部 

 

４ 提出期限 

  令和５年７月 31日（月） 

   

５ 提出先  

  中野市 健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係 

 

６ 留意事項 

⑴ 提出が必要となる「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベ

ースアップ等支援加算実績報告書（別紙様式３－１）」、「介護職員処遇改善実績報告書・

介護職員等特定処遇改善実績報告書（施設・事業所別個表）（別紙様式３－２）」、「介護職

員等ベースアップ等支援実績報告書（施設・事業所別個表）(別紙様式３－３)」について

は、１つのエクセルファイルにシートごとになっています。 

⑵ 計画書及び実績報告書の実績報告書の基準額が変更となる場合の記載方法について、次の

とおり Q&A が示されていますので、該当する場合は実績報告書（様式３－１）の⑦その

他欄に変更前後の基準額及び変更理由を記載してください。

 

http://www.city.nakano.nagano.jp/docs/2017030200025/


 

⑶ 特定加算の配分ルールについて、次のとおり、Q&A が示されていますので、該当する場 合

は実績報告書（様式３－１）の⑥その他欄に理由を記載してください。 

 

 

 

７ その他 

⑴ 長野県国民健康保険団体連合会から毎月送付される「介護職員処遇改善加算総額のお知

らせ」により、各事業所・施設の加算受給額（利用者負担を含む。）を確認できます。また、

お知らせに記載されている「○月審査分」については、「○月」の前月請求に係るものとな

っています。（例：４月審査分 → ３月請求分を４月に審査したという意味です。） 

 



⑵ 請求漏れ、エラー等の理由により、賃金改善実施期間の終期までに支払うことができなか

った場合、翌年度の実績報告の加算受給額に含めてください。 

〒383-8614 中野市三好町一丁目３番 19号 

中野市 健康福祉部 高齢者支援課 

（課長）宮嶋 清  

（担当）長嶺 健司 

電 話：0269-22-2111（内線 365） 

F A X：0269-22-2295 

電子メール：kaigo@city.nakano.nagano.jp 


